
                                         

平成２ ０ 年度災害・地震対策関係税制改正要望事項 

 

１． 能登半島地震被害による被災代替家屋等に係る軽減措置の創設 新規 

【要望省庁】 内閣府、農林水産省、経済産業省、国土交通省 

【税  目】 固定資産税、都市計画税 

平成１９年３月２５日に発生した能登半島地震災害の被災者の生活再建と被災

地の復興を支援するため、同災害により滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わる

ものとして取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、

初の４年間２分の１減額する措置を創設する。 

 

２． 新潟県中越沖地震災害による被災代替家屋等に係る軽減措置の創設 新規 

【要望省庁】 内閣府、農林水産省、経済産業省、国土交通省 

【税  目】 固定資産税、都市計画税 

平成１９年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震災害の被災者の生活再建と

被災地の復興を支援するため、同災害により滅失・損壊した家屋及び償却資産に代

わるものとして取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税につ

いて、 初の４年間２分の１減額する措置を創設する。 

 

３． 地震防災対策用資産の取得に関する特例措置 拡充 延長 

【要望省庁】 内閣府 

【税  目】 所得税、法人税、固定資産税 

東海地震に係る地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域及び

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域において、地震防災対策用資

産の取得を促進する観点から、不特定多数の者が利用する施設や危険物施設の管理

者等が地震防災対策用資産を取得した場合に関する所得税、法人税の特別償却制度

（取得価格の８／１００）及び固定資産税の課税標準の特例措置（５年間、課税標

準を２／３）の対象設備として、①外部階段、②非常用自家発電装置、③備蓄倉庫、

④仮設トイレを拡充するとともに、固定資産税の課税標準の特例措置を２年間延長

する。 



                                         

４． 住宅に係る耐震改修促進税制 拡充 

【要望省庁】 内閣府、国土交通省 

【税  目】 所得税 

個人が、平成２０年１２月３１日までに、耐震改修促進法に規定する都道府県耐

震改修促進計画等を定めた区域内において、旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以

前の耐震基準）により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修

工事に要した費用の１０％相当額（２０万円を上限）を所得税額から控除する現行

制度の適用要件を緩和する。 

 

５． 事業用建築物に係る耐震改修促進税制 延長 

【要望省庁】 内閣府、国土交通省 

【税  目】 所得税、法人税 

今後の大規模地震の危険性を踏まえた建築物ストックの安全性の確保を図る観

点から、一定の事業用建築物に対する耐震改修工事で、当該工事に要した費用のう

ち一定額（１０％）の特別償却を認める特例措置を２年延長する。 

 

６． 非買収型の河川事業に伴う建替家屋に係る課税標準の特例措置 拡充 延長 

【要望省庁】 国土交通省 

【税  目】 不動産取得税 

高規格堤防整備事業及び土地利用一体型水防災整備事業の実施により家屋の移

転を余儀なくされた者に対して、収用等の場合に認められている税制上の特例措置

を講じる。 

 

７． 土砂災害の発生のおそれがある区域からの移転に伴い取得する住宅又は住宅用地

に係る課税標準の特例措置 延長 

【要望省庁】 国土交通省 

【税  目】 不動産取得税 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第８条第１

項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域内に住宅又は住宅用地を所有している

者が、がけ地近接等危険住宅移転費に係る補助を受けて当該土砂災害特別警戒区



                                         

域の区域外に移転するために住宅又は住宅用地を取得した場合の税制上の特例措

置を２年延長する。 

 

８． 特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置 延長 

【要望省庁】 国土交通省 

【税  目】 固定資産税 

特定都市河川浸水被害対策法（以下「法」という。）に基づき指定された特定都

市河川流域内において法第９条の規定に基づく都道府県知事等の許可を要する雨

水浸透阻害行為に伴い、その対策工事として設置される雨水貯留浸透施設に係る課

税標準の特例措置を２年延長する。 

 

９． 耐震補強事業により取得した鉄道施設に係る特例措置 延長 

【要望省庁】 国土交通省 

【税  目】 固定資産税 

駅における耐震補強の整備を促進し、駅利用者の安全の向上を図るとともに、発

災時における駅の緊急応急活動拠点機能を確保するため、国の補助金を受けて緊急

に実施する駅の耐震補強工事に係る特例措置の適用期限を延長する（固定資産税の

課税標準５年間２／３）。 

 


